
独立行政法人国立病院機構鳥取医療センターにおける 

保育所運営業務委託一式に関する業者選定公募の公示 

 

 

 国立病院機構鳥取医療センターにおける保育所運営業務委託一式について、業者選定のため業務等提

案書を公募することとしますので、希望する者は次のとおり提出願います。 

 

令和７年９月１日               

経理責任者                

独立行政法人国立病院機構         

鳥取医療センター 院長 髙橋 浩士  

 

１．概要 

（１）業務名 

   独立行政法人国立病院機構鳥取医療センター保育所運営業務委託一式 

（２）業務内容 

   独立行政法人国立病院機構鳥取医療センターでは職員がキャリアを中断することなく、子育てし 

  ながら働き続けられる職場環境の整備の一環として、施設内保育所を有している。 

   職員が安心して産前産後休暇・育児休業から復帰し、継続した病院事業を提供できるよう、より 

  働きやすい職場環境の実現を図るため、多様な保育ニーズに対応できる施設内保育所（のびのび保 

  育園）の運営業務委託を行う。 

（３）契約期間 

   令和８年４月１日～令和１３年３月３１日（５年間） 

（４）履行場所 

   独立行政法人国立病院機構鳥取医療センター 施設内保育所（のびのび保育園） 

（５）選定方法 

   契約の相手方の選定は、別紙４（独立行政法人国立病院機構鳥取医療センター保育所運営業務委 

  託仕様書）及び別紙９（保育所運営業務委託契約書）の要件を満たし、入園のしおりに記載されて 

  いる内容を履行可能であり、「２．参加資格、選定基準及び評価基準」に記載のある要件を満たす 

  者から受理した「独立行政法人国立病院機構鳥取医療センター保育所運営業務委託一式に係る業務 

  企画書」（以下、企画書という。）による評価と、入札価格とを総合した評価（公募型企画競争） 

  により第一交渉権者を決定する。 

（６）入札書の作成方法 

  ①入札金額については、（３）に定める履行期間に行う（１）の件名の履行に要する一切の費用を 

   含めた額とすること。 

  ②見積者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額 

  の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。また、提出する入札書には内訳を添付す 

  ること。 

 

２．参加資格、選定基準及び評価基準 

（１）企画書及び見積書の提出者に要求される資格 

   独立行政法人国立病院機構契約事務取扱細則第 5 条及び第 6 条の規定によるほか、次に掲げる条



件を全て満たしている者であること。 

① 厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）において令和 7 年度に中国地域における「役務の

提供等」においてＡ、Ｂ、Ｃ又はＤ等級に格付けされている者 

  ②法人等の財政状況、損益状況及び資金状況に問題がないこと。 

  ③入札説明書及び仕様書、契約書（案）に記載されている事項 

（２）企画書及び見積書を特定するための評価基準 

  ①運営主体の事業実績 （受託実績等） 

  ②運営方針、保育理念 （運営方針、保育の継続性等） 

  ③保育内容、計画 （保育計画の有無等） 

  ④個人情報保護（情報管理、マニュアルの有無等） 

  ⑤各種保育への対応（延長保育等への取り組み） 

  ⑥給食 （食育への取り組み等） 

  ⑦職員配置（職員の配置、処遇等の考え方） 

  ⑧職員研修（職員研修への取り組み方）  

  ⑨安全衛生（安全対策、感染対策等）  

  ⑩保護者対応（保護者からの要望、苦情に対する対応） 

  ⑪保育所の状況把握（法人本部の支援体制等） 

  ⑫ワークライフ・バランス（認定状況等）  

  ⑬経営・財務状況（経営状況等） 

  ⑭その他（独自の取り組み、セールスポイント）  

 

３．手続等 

（１）担当部署 

   〒６８９-０２０３  鳥取県鳥取市三津８７６番地  

   独立行政法人国立病院機構鳥取医療センター 事務部 企画課 企画課長 安田 義孝 

   電話０８５７-５９-０８９２（内線２１３） 

（２）説明書の交付期間及び場所 

  ①交付期間 

   令和７年９月１日(月)から令和７年９月２６日(金)8 時 30 分から 17 時 15 分まで（ただし、行 

   政機関の休日に関する法律（昭和 63 年法律第 91 号）第 1 条に規定する行政機関の休日は除く。） 

  ②交付場所 

   （１）に同じ 

（３）企画書及び見積書の提出期限、場所及び方法 

  ①提出期限 

   令和７年９月２６日（金）17 時 15 分まで 

  ②提出場所及び方法 

  （１）に同じ ※持参又は郵送（郵送する場合には提出期限までに必着のこと） 

    ③企画書及び入札書の提出部数 

   企画書については６部、入札書については１部（通）を提出すること。 

（４）仕様書に対する質問について 

  ①質問書の記入方法について 

   仕様書に対する質問については、当院が配布する様式に従って記入すること。セルの高さは調整 

   して構わない。行が不足する場合は適宜追加すること。なお、仕様書に対する意見については回 



   答しない。 

②質問書の提出方法について 

   仕様書に対する質問については、提出期限（令和７年９月１６日（火）１７時１５分）までに 

   上記（１）の担当者まで提出すること。 

  ③質問書の回答について 

   仕様書に対する質問には、令和７年９月１９日（金）までに回答する。 

  ④プレゼンテーションの実施日時及び場所 

   日程等の詳細は別途通知する。 

  ⑤見積書の開封、第一交渉権者の決定の日時及び場所 

   令和７年９月３０日（火） １４時００分 鳥取医療センター Ａ棟 大会議室 

 

４．その他 

（１）契約手続きにおいて使用する言語及び通貨・・・日本語及び日本国通貨 

（２）入札保証金及び契約保証金・・・免除 

（３）入札者に要求される事項 

   この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書に本公告に示した件名を履行できることを 

  証明する書類を添付して入札書の受領期限までに提出しなければならない。入札者は、開札日の前 

  日までの間において、経理責任者から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなけれ 

  ばならない。 

（４）入札の無効 

   本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなか 

  った者の提出した入札書は無効とする。 

（５）第一交渉権者の決定について 

  ①「評価点」と見積価格の評価である「価格点」を合算した「合計評価点数」が最も高い競争参加 

   者を第一交渉権者とし、合計評価点数に基づき交渉順位を付する。ただし、第一交渉権者の見積 

   価格が契約の内容に適した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を 

   締結することが、公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがある場合においては、次順位の交渉 

   権者をその契約の第一交渉権者とする事がある。 

  ②経理責任者は、契約の第一交渉権者が決まった場合は、直ちにその者と交渉し、契約価額を決定 

   しなければならない。ただし、その交渉が不調となり、又は交渉開始から 10 日以内に契約締結に 

   至らなかった場合は、交渉順位により他の交渉権者と交渉を行うことができる。 

  ③合計評価点数が同点数の者が二人以上あるときは、直ちに当該競争参加者にくじを引かせ、交渉 

   権者を決定するものとする。又、競争参加者又はその代理人が直接くじを引くことができないと 

   きは、入札事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き交渉権者を決定する。 

（６）契約までに要する費用は、すべて各事業者の負担とする。 

（７）虚偽の内容が記載されている参加資格確認書類又は企画書及び見積書は無効 

（８）契約書作成の要否・・・要  

（９）企画書のプレゼンテーション・・・要 詳細は別途通知する。 

（10）関連情報の窓口、質問、現地見学の申し込みなど・・・上記３（１）に同じ 

（11）その他詳細は公募型企画競争説明書、仕様書、評価基準による。 


